
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

                 令 和 ２ 年 ７ 月 

        茨城県警察本部交通総務課 

No.33   

 

～ドライブレコーダーをつけましょう！～ 

 

 

 

妨害運転を受けた

らサービスエリア

やパーキングエリ

ア等、交通事故に

遭わない場所に避

難をするとともに

車外に出ること無

く、110 番通報し

てください。 

もしも・・・ 

● 運転者自身のヒヤリハット体験を振り返ることが出来るので、
交通安全意識が高まります！ 

 
● あおり運転の被害にあった際の重要な記録になります！ 
 
● あおり運転被害だけでなく、交通事故発生の際にも重要な記録
となります！ 

 
●  運転行為が録画されることにより、「あおり運
転」（妨害運転）等の悪質・危険な運転の抑止に
有効です！ 

※ 事故やトラブルのときにあなたを守るドライブレコーダー
を装着し、有効に活用しましょう！ 


